
○ 島 本 町 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す

るための法律に基づく地域生活支援事業利用者負担等に関

する条例施行規則  

平成１８年９月２９日  

規則第２４号  

改正  平成２２年３月３１日規則第３ 号  

平成２３年３月３１日規則第６ 号  

平成２４年３月３０日規則第６ 号  

平成２５年３月２２日規則第８ 号  

（題名改称）  

平成２６年３月３１日規則第２０号  

（趣旨）  

第１条  この 規 則は、島 本町 障 害者の日 常生 活 及び社会 生活 を総

合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 地 域 生 活 支 援 事 業 利 用 者 負

担 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ３ ３ 号 。 以 下 「 条 例 」 と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（平２５規則８・一部改正）  

（利用額）  

第２条  条例 第 ３条に規 定す る 利用者負 担を 求 める事業 の利 用額

は 、 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 日 常 生 活 用 具 の 給 付 等 事 業 に あ っ て は

町 長 が 別 に 定 め る 額 、 同 条 第 ４ 号 の 移 動 支 援 事 業 に あ っ て は 別

表 第 １ の 額 、 同 条 第 ７ 号 の 日 中 一 時 支 援 事 業 に あ っ て は 別 表 第

２の額とする。  



（平２４規則６・平２５規則８・一部改正）  

（世帯の範囲）  

第２条の ２  条 例別表に 規定 す る世帯の 範囲 は 、１８歳 以上 の利

用 者 の 場 合 は 利 用 者 本 人 及 び そ の 配 偶 者 と し 、 １ ８ 歳 未 満 の 利

用者の場合は利用者の保護者が属する世帯とする。  

（平２３規則６・追加）  

（利用者負担の減免）  

第３条  条例 第 ４条に規 定す る 利用者負 担の 減 免は、次 の各 号の

い ず れ か に 該 当 す る 者 の う ち 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 者 に 行 う

ものとする。  

（ １ ）  条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 利 用 者 負 担 を 求 め ら れ た 者 （ 以

下「利用者」という。）又はその属する世帯の生計を主として

維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害

により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受

けたとき。  

（ ２ ）  利 用 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 死

亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは

長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したと

き。  

（ ３ ）  利 用 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収

入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業

等により著しく減少したとき。  

（ ４ ）  利 用 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収



入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その

他これに類する理由により減少したとき。  

（５） 前各号に類する特別の事情があると町長が認めたとき。 

（利用者負担の減免手続）  

第４条  利用 者 負担の減 免を 受 けようと する 者 は、地域 生活 支援

事 業 利 用 者 負 担 減 免 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 町 長 に 申 請 し

なければならない。  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 申請があ った 場 合は、速 やか に可

否を決定し、地域生活支援事業利用者負担減免（承認・不承認）

通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 当 該 申 請 を 行 っ た 者 に 通 知 し な け

ればならない。  

（委任）  

第５条  この 規 則に定め るも の のほか、 必要 な 事項は、 町長 が別

に定める。  

附  則  

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。  

附  則（平成２２年３月３１日規則第３号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この 規則 に よる改正 後の 島 本町障害 者自 立 支援法に 基づ く地

域 生 活 支 援 事 業 利 用 者 負 担 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 の 申 請 に 係 る 利 用 者 負 担 の 基 準 額 に つ



い て 適 用 し 、 同 日 前 の 申 請 に 係 る 利 用 者 負 担 の 基 準 額 に つ い て

は、なお従前の例による。  

附  則（平成２３年３月３１日規則第６号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この 規則 に よる改正 後の 島 本町障害 者自 立 支援法に 基づ く地

域 生 活 支 援 事 業 利 用 者 負 担 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 分 か ら の サ ー ビ ス に 係 る 利 用 者 負 担 額 に つ い て

適 用 し 、 同 年 ３ 月 分 ま で の サ ー ビ ス に 係 る 利 用 者 負 担 額 に つ い

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成２４年３月３０日規則第６号）  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２５年３月２２日規則第８号）  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月３１日規則第２０号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この 規則 に よる改正 後の 島 本町障害 者 の 日 常生活及 び社 会生

活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 地 域 生 活 支 援 事 業 利

用 者 負 担 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 分

か ら の サ ー ビ ス に 係 る 利 用 額 に つ い て 適 用 し 、 同 年 ３ 月 分 ま で



のサービスに係る利用額については、なお従前の例による。  

別表第１（第２条関係）  

（平２４規則６・旧別表第２繰上）  

移動支援事業  

提供時間  

（午前８時から午後６

時まで）  

利用額  

身体介護有り  身体介護無し  

３０分未満  ２，３００円  ９００円  

３０分以上１時間未 満  ４，２００円  １，６００円  

１ 時 間 以 上 １ 時 間 ３ ０

分 未満  

６，１００円  ２，４００円  

１ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ２ 時

間未満  

６，９００円  ３，２００円  

２ 時 間 以 上 ２ 時 間 ３ ０

分未満  

７，７００円  ４，０００円  

２ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ３ 時

間未満  

８，５００円  ４，８００円  

３ 時 間 以 上 ３ 時 間 ３ ０

分未満  

９，３００円  ５，６００円  

３ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ４ 時

間未満  

１０，１００円  ６，４００円  

４ 時 間 以 上 ４ 時 間 ３ ０ １０，９００円  ７，２００円  



分未満  

４ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ５ 時

間未満  

１１，７００円  ８，０００円  

５ 時 間 以 上 ５ 時 間 ３ ０

分未満  

１２，５００円  ８，８００円  

５ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ６ 時

間未満  

１３，３００円  ９，６００円  

６ 時 間 以 上 ６ 時 間 ３ ０

分未満  

１４，１００円  １０，４００円  

６ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ７ 時

間未満  

１４，９００円  １１，２００円  

７ 時 間 以 上 ７ 時 間 ３ ０

分未満  

１５，７００円  １２，０００円  

７ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ８ 時

間未満  

１６，５００円  １２，８００円  

８ 時 間 以 上 ８ 時 間 ３ ０

分未満  

１７，３００円  １３，６００円  

８ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ９ 時

間未満  

１８，１００円  １４，４００円  

９ 時 間 以 上 ９ 時 間 ３ ０

分未満  

１８，９００円  １５，２００円  

９ 時 間 ３ ０ 分 以 上 １ ０ １９，７００円  １６，０００円  



時間未満  

 

提供時間  

（午前６時から午前８

時まで）  

（午後６時から午後１

０時まで）  

利用額  

身体介護有り  身体介護無し  

３０分未満  ２，８００円  １，２００円  

３０分以上１時間未 満  ５，２００円  ２，０００円  

１ 時 間 以 上 １ 時 間 ３ ０

分未満  

７，６００円  ３，０００円  

１ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ２ 時

間未満  

８，５００円  ３，９００円  

２ 時 間 以 上 ２ 時 間 ３ ０

分未満  

９，４００円  ４，８００円  

２ 時 間 ３ ０ 分 以 上 ３ 時

間未満  

１０，３００円  ５，７００円  

備考  

提供時間が３時 間以上となる場合は、身体介護有り及び身

体 介 護 無 し と も に ３ 時 間 を 超 え る ３ ０ 分 ご と に ９ ０ ０ 円 を

加算する。  

別表第２（第２条関係）  

（平２４規則６・旧別表第３繰上、平２６規則２０・一部



改正）  

日中一時支援事業  

提供時間  利用額  送迎加算（片道） 

４時間未満  ２，５００円  ５５０円  

４時間以上８時間未 満  ５，０００円  

８ 時 間 以 上 １ ２ 時 間 未

満  

７，５００円  

備考  

次の要件を満たす 場合は、特別加算として次の額を加算する。 

（１）  医療的ケア対応特別加算  

ア  サ ー ビ ス 提 供 時 間 中 に た ん 吸 引 等 の 医 療 的 ケ ア を 必 要

とする対象者に対し、医療的ケア対応を可能とする体制を

確保した場合、上記の利用額に１日当たり７，５００円を

加算すること。  

イ  対象とする医療的ケアは、通常の介護職員には従事でき

ないたん吸引、酸素療法、点滴の管理、人工呼吸器の管理、

気管切開の処置、経管栄養等であって、介助を要する頻度

及び内容並びに実施体制も含め町が適当と認めた処置とす

ること。  

ウ  医療的ケアの実施に当たっては、対象者に必要な医療的

ケアの従事資格を有する看護師等の職員を配置し、対象者

又は家族への十分な説明と同意の下、医療機関と密接に連

携して実施す ること。  



エ  加算の適用に当たっては、事前に町に協議するとともに、

サービス提供時に配置した医療的ケア対応職員の氏名及び

資格、実施したケアの内容等を記録し、請求時に報告する

こと。  

（２）  長距離送迎特別加算  

ア  片 道 １ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上 の 車 両 送 迎 を 実 施 し た 場 合

は、上記の送迎加算に片道当たり９００円を加算すること。 

イ  送迎距離は、事業所と自宅等の区間を、最短の経路で走

行した場合の距離で算定すること。  

ウ  加算の適用に当たっては、事前に町に協議するとともに、

送迎時の区間等を記録し、請求時に報告すること。  



 



 


